
令和６年度 第１回 四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営委員会会議録 

 

日時 令和７年度１月１７日（金） 午前９時３０分～午前１０時 

場所 四街道市役所第二庁舎第２会議室 

出席者<委員> 

石川 一義委員、佐々木 健一委員、小川 大輔委員、 

出口 正尚委員、長岡 功委員、時田 由泉委員 

<事務局> 

仲田課長、石渡係長、木村主任主事 

※運営委員会は、委員の過半数（７人中６人）出席のため成立。 

傍聴人  なし 

 

会議次第 

１ 開 会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 議長選出（長岡委員を選出） 

５ 議 題 

（１）令和６年度の利用状況について 資料１～４ 

事務局    資料説明 

議長     何か質問、意見等はございませんか。 

佐々木委員  ３点、市教員及び利用団体へお伝えいただきたい。 

１点目は、本校は地域とともに環境整備を行っている。環境整備日に利用団体が体

育館を使用している状況があり、地域の方から、普段体育施設を使っているのに環

境整備はやらないのかという意見をいただいた。各学校で環境整備日が設定してあ

ると思うので、利用団体にも各学校で環境整備がある場合にはご協力いただきたい。 

２点目は、本校は物が壊れたという報告がある。各学校で学校の備品を使った場合

は、元の位置に必ず戻していただきたい。 

３点目は、使用後は一度使った場所を確認し、ごみ等ができるだけ落ちていないよ

う配慮していただきたい。 

以上の３点を行っていただくと大変助かることを伝えていただきたい。以上です。 

議長     ありがとうございます。その他意見等はございますか。 

石川委員   たばこについて、利用手引き（１）⑤にも記載のとおり、敷地内禁煙は利用団体も分

かっているが、敷地内一歩でも出たら吸っていいのか。大日小学校だと門を一歩出た

ところで吸っている団体が結構あり、年度当初の開放説明会のときに改めて周知をし

た。現場を直接見たわけではないが、休み明けに学校へ行くとフェンス沿いにたばこ

が落ちていて職員が拾っている状態もある。 



もう１点は、大会を開く場合、開放しているところが主催のときに「喫煙所はどこ

に設けたらいいか」という問い合わせが学校にあり、「小学生の大会に喫煙所はいる

か。」という話で断ったが、手引きをみると『敷地を含め周辺でもたばこは禁止とな

っている』ので、喫煙所は設けられないという解釈でいいのか。敷地を出れば吸っ

ていいというわけではないと思うのでその点について周知と利用団体が心がけてく

れるとありがたい。以上です。 

議長     ただいま出された意見について見解やご答弁があれば事務局からお願いします 

事務局    いただいた意見について、２月の全体説明会や４月の学校別説明会にて周知する。ま

た、たばこについては、手引きでも記載しているが、敷地一歩出てすぐというのも近

隣やこどもたちの目もあるで、控えていただくよう、引き続きこちらのほうで周知し

ていく。以上です。 

議長     たばこの件で１点。敷地内はダメだから車の中もダメだけども、車の中で吸っている

方もいるとのことなので、その辺も含めて事務局から「敷地内は自分の車の中でもダ

メである。」ということをきちんと啓蒙してほしい。よろしくお願いします。 

 

（２）令和７年度の利用について 資料５～１０ 

事務局    資料説明 

議長     （２）について、何か質問、ご意見等がありましたら挙手をお願いします。いかがで

しょうか。 

小川委員   利用手引きでは開放の種類が、市立小学校の体育館校庭及び中学校の体育館武道場と

なっているが、規則では、小中学校の校庭及び体育館となっていて、中学校の校庭も

含まれるということでよろしいか。 

事務局    規則上は含まれるが、学校の部活動で基本的に使っているので、中学校の校庭は対象

外という扱いで今運用している。 

小川委員   部活動の地域移行がすすんでいると思うが、地域移行の場所として校庭を利用するの

は可能か。 

事務局    今後、地域移行の状況と学校側の利用の実態を相互に情報を組み合わせた後に詰めて

いきたい。将来的には、もっと社会教育団体が中学校の校庭を使えるような体制がで

きていけば、お互いにとっていい方向ではないかなと考えている。 

小川委員   次年度、ある部活動を地域の団体に地域移行とか、試験的にやってみようと考えてい

るが、そういった場合は、教育委員会と相談の上、実施しても可能か。 

事務局    はい。具体的なところは、事前に相談して詰めていくかたちでお願いしたい。 

６ その他 

事務局    それでは、事務局から次年度の管理指導員について、四街道市立小学校及び中学校の

校庭、体育館開放運営委員会設置条例第３条第２項の規定に基づき、令和７年度の管

理指導員の推薦をいただきたいが、管理指導員については、２月の全体説明会で管理

指導員の候補者を選出しており、現時点では管理指導員が選出されていません。 



自主性を尊重し、利用団体同士の協議により選出しているので、今年度も２月１日

（土）の全体説明会で推挙された方を運営委員会の推薦としていただきたい。 

委員    （同意の声あり） 

７ 閉 会 

事務局    以上をもちまして、令和６年度四街道市立小学校及び中学校の校庭、体育館開放運営

委員会を閉会します。 

ありがとうございました。 


